
令和８年１月 19日 

危 機 管 理 課 

 

あわら市犯罪被害者等支援条例（案）の制定について 

 

 

１ 制定の理由 

  犯罪被害者等基本法及び福井県犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等の

支援に関する基本理念を定め、犯罪被害者等を支援するための施策の推進を図る。 

 

 

２ 条例の概要 

項目（関連条） 内容（概要） 

目的（第１条） 

・犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減に向けた取

組みの推進 

・犯罪被害者等を支える地域社会の形成 

基本理念（第３条） 

・犯罪被害者等の個人としての尊厳の尊重 

・被害等の状況に応じた迅速かつ適切な支援 

・必要な支援の継続 

・二次被害及び再被害防止への配慮 

市の責務（第４条） 
・関係機関と連携を図りながら施策を実施 

・支援体制の整備に努める 

市民等及び事業者の

責務（第５条） 

・犯罪被害者等支援の重要性について理解を深め、施策の協力

に努める 

主な支援内容 

（第６条～第 10条） 

・犯罪被害者等の相談対応及び必要な情報の提供、関係機関と

の連絡調整 

・犯罪等により受けた被害による経済的負担の軽減を図るた

め、見舞金の支給 

・犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居に

おける配慮 

・犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取り扱いの確保 

・犯罪被害者等支援の理解を深めるため、市民及び事業者に対

する広報及び啓発の実施 

 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 


